
無料法律相談・お気軽にご相談ください

　

最
近
、
よ
く
耳
に
す
る
話
に
、「
交
通
事
故
に
遭

っ
た
の
だ
が
相
手
が
保
険
に
加
入
し
て
な
く
て
、
ど

う
し
た
ら
い
い
の
か
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

自
動
車
保
険
の
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
が
連
日
流
さ

れ
、
自
動
車
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
人
な
ど
ほ
と

ん
ど
い
な
い
の
で
は
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
自
転
車
と
歩
行
者
の
事
故
で
は
よ
く
あ
る
話
で

す
。

　

で
は
、
加
害
車
両
に
、
自
賠
責
保
険
や
任
意
対
人

賠
償
保
険
（
共
済
）
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
、

事
故
の
被
害
者
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
救
済
方
法

が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
こ
で
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
が
、
被
害
者

側
（
そ
の
家
族
も
含
む
）
の
加
入
し
て
い
る
任
意
保

険
の
保
障
内
容
で
す
。
任
意
保
険
に
は
様
々
な
保
障

が
あ
り
、
人
身
傷
害
補
償
保
険
や
無
保
険
者
傷
害
保

険
、
搭
乗
者
傷
害
保
険
な
ど
が
付
い
て
い
る
と
使
え

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
公
的
保
険
と
し
て
、

労
災
保
険
（
勤
務
中
や
通
勤
途
中
の
事
故
）、
健
康

保
険
、
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
も
つ
か
え
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
更
に
、
私
的
保
険
と
し
て
、
傷
害
保
険

や
所
得
補
償
保
険
、
生
命
保
険
が
使
え
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。

　

何
や
ら
、
保
険
の
勧
誘
員
の
話
の
よ
う
に
な
っ
て

き
ま
し
た
が
、
お
手
元
の
保
険
証
書
の
保
障
内
容
に

つ
い
て
、
ぜ
ひ
、
ご
確
認
下
さ
い
。
さ
ら
に
、
詳
し

い
内
容
を
お
聞
き
に
な
り
た
い
と
き
は
、
遠
慮
な
く

ご
相
談
下
さ
い
。
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ち
ょ
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知
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た
い
法
律
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識
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相
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例

　これまでの健康福祉部が、「地域福祉部」と「いきいき健康部」

に分けられますが、高齢者福祉を担当する「いきいき健康部」

から「社会福祉」の仕事（分掌事務）が外されました。男女平

等・消費生活センターも課から係扱いに格下げされました。

高齢者に“社会福祉”は必要ないのか？
男女平等・消費生活センターも格下げに
高齢者に“社会福祉”は必要ないのか？
男女平等・消費生活センターも格下げに

　これまでの企画部、総務部、税務部を政策経営部、総務部、

財務部に変更。民間企業の経営理論を自治体運営に持ち込む

市長の行政経営改革方針にもとづいた組織編成が行われました。

民間企業の経営理論を自治体運営に
持ち込むのはおかしい！
民間企業の経営理論を自治体運営に
持ち込むのはおかしい！

　「教育委員会の意見」の中では、「現段階で所管替えの判断

はできない！」と、博物館や国際版画美術館の市長部局への

移管に賛同できないという意見が出されましたが、最後は、

市長自身が教育委員を説得したのです。あまりにも強引です。

教育委員から賛同できないとの声が…教育委員から賛同できないとの声が…

　左記の施設の所管を教育委員会から市長部局に替えるもので、

社会教育法による社会教育施設ではなくなります。また、博物館

は、「登録施設」から「博物館相当施設」に格下げられ、国際版

画美術館は博物館法の適用から外されます。市民の社会教育の理

念と機会を奪う、利益追求の興行施設への変質は許されません。

所管替え

市民の“社会教育”の機会をうばう
変質は許されない！

市民の“社会教育”の機会をうばう
変質は許されない！

体育施設

博　物　館 国際版画
美術館
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市
長

石阪流「組織改正」自治体と教育委員会の

役割が根本から問われる
　市長が１２月議会に提案した「スポーツ及び文化に係る事務の管理及び執行に関する条例」と「組織条例

の一部を改正する条例」は、今年4月から市職員の組織体制を全面的に改定する内容です。日本共産党は

反対、他党の賛成多数で可決されました（「組織改正条例」は、共産のほか、民主とネット各１名が反対）。

その特徴は、自治体と教育委員会の役割が根本から問われる石阪流「組織改正」です。
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